
 

かながわ減災情報 
Ｖｏｌ．４ 

 

建物の倒壊 

による圧死等 

83.3% 

焼死等 

12.8% 

その他3.9% 

阪神・淡路大震災による犠牲者の死因 

（「神戸市内における検死統計」（兵庫県監察医、平成７年）より作成） 

 

昭和56年以前 

昭和57年以降 

無被害・軽微 
34.2% 

小破・中破 
37.3% 

大破・倒壊 
28.6% 

74.7% 16.7% 8.7% 

建設時期と地震被害状況 

（平成７年阪神・淡路大震災調査委員会中間報告（建設省）より作成） 

 

阪神・淡路大震災の犠牲者のうち、 

８割以上が「建物の倒壊による圧死等」 

で亡くなっています。 

阪神・淡路大震災では、昭和56年以前

に建てられた建物に大きな被害がでて

います。 ※昭和56年６月に建築基準法が改正され、耐震基準が大幅に強化されました。 

まずは耐震診断を！ 

耐震診断・耐震改修については、費用
の補助制度や税金の優遇措置が設けら
れている場合があります。 

必要に応じて耐震改修を！ 

 

 

問い合わせ先 

神奈川県安全防災局 

安全防災部災害対策課 

電話 045(210)3425 

 

 


